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【解説】大雲院の典籍について

蔵
書
印
や
典
籍
の
特
色
な
ど
か
ら
そ
れ
を
実
施
し
た
も
の
の
、
蔵
書
印
が
無
い

も
の
の
多
く
は
判
別
の
決
め
手
を
欠
い
た
。
淳
光
院
蔵
書
印
や
大
雲
院
蔵
書
印

が
捺
さ
れ
た
典
籍
は
過
去
の
取
調
台
帳
に
登
載
さ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
全
体

か
ら
見
る
と
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

　

典
籍
に
は
六
代
湛
洞
・
十
代
韶
鎮
・
十
一
代
光
譲
等
住
職
の
自
筆
本
も
確
認

で
き
、
確
実
に
書
写
者
・
所
持
者
が
判
明
す
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら

は
表
白
や
密
教
修
法
に
関
わ
る
聖
教
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
優
先
的
に

保
護
、
伝
来
し
た
も
の
と
し
て
、
他
の
書
籍
と
は
一
線
を
画
し
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
今
回
の
調
査
対
象
に
限
ら
ず
書
籍
は
大
半
が
近
世
中
期
以
降

の
も
の
で
あ
る
た
め
、
安
楽
律
関
係
の
書
籍
が
多
く
目
に
つ
く
。
こ
れ
は
他
の

天
台
宗
寺
院
に
お
け
る
蔵
書
に
も
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　

ま
た
注
意
す
べ
き
は
「
表
白
」「
法
則
」
や
「
作
法
書
」
等
を
典
籍
と
し
て

扱
う
も
の
の
、
保
管
状
況
に
よ
っ
て
は
古
文
書
、
も
し
く
は
書
籍
と
し
て
登
載

さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
煩
瑣
で
は
あ
る
が
万
全
を
期
す
な
ら

ば
、『
大
雲
院
資
料
調
査
報
告
書
』【
一
】
歴
史
資
料
編
の
資
料
目
録
お
よ
び
本

報
告
書
の
補
遺
や
書
籍
目
録
も
横
断
的
に
通
覧
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。

【
表
白
・
法
則
】

　

表
白
と
は
法
要
儀
礼
の
中
で
、
法
会
を
主
催
す
る
施
主
・
日
時
・
目
的
と

い
っ
た
旨
趣
に
つ
い
て
綴
っ
た
文
章
で
あ
り
、
本
尊
や
諸
尊
等
に
「
表
啓
告
白
」

す
る
意
で
あ
る
。
他
に
同
様
の
文
章
が
啓
白
・
開
白
・
諷
誦
文
・
嘆
徳
・
呪
願

と
も
呼
ば
れ
る
。
導
師
が
独
唱
し
て
法
会
の
趣
旨
を
本
尊
に
伝
え
る
事
が
目
的

で
あ
る
が
、
施
主
な
ど
の
参
列
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
漢
文
訓
読
体
の
美

麗
な
和
文
で
制
作
さ
れ
た
。　

　

対
し
て
法
則
は
本
来
、
密
教
修
法
等
の
規
則
を
定
め
た
儀
軌
の
事
を
さ
す
語

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
表
白
と
ほ
ぼ
同
義
に
捉
え
て
良
い
。
た
だ
し
法
則
の
特

徴
と
し
て
は
、
前
半
の
表
白
部
分
で
法
要
の
趣
旨
を
述
べ
、
続
く
神
分
段
・
三

宝
段
で
供
養
の
徳
を
重
ん
じ
て
他
に
回
向
し
、
後
半
部
分
の
発
願
・
五
大
願
で

祈
願
・
誓
願
を
述
べ
る
形
を
と
る
。

　

表
白
や
法
則
は
、
基
本
的
に
法
会
ご
と
に
そ
の
都
度
作
成
さ
れ
る
た
め
、
法

会
の
内
容
や
目
的
、
執
行
の
事
実
、
年
代
や
会
場
、
法
会
の
対
象
や
執
行
者
等
、

歴
史
的
事
実
を
示
す
情
報
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

天
台
宗
の
法
会
は
顕
教
立
て
と
密
教
立
て
、
も
し
く
は
両
者
を
合
わ
せ
た
合

行
で
組
み
立
て
ら
れ
、
目
的
も
神
祇
法
楽
か
ら
回
向
と
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。

そ
も
そ
も
参
列
す
る
施
主
や
参
列
者
に
と
っ
て
は
、
難
解
な
法
会
そ
の
も
の
よ

り
も
表
白
等
は
比
較
的
理
解
し
や
す
い
。
そ
の
た
め
表
白
や
法
則
を
作
成
す
る

者
は
、
内
外
典
の
要
文
を
対
句
・
散
文
に
す
る
和
漢
籍
の
素
養
が
必
要
と
な

る
。
た
だ
し
一
度
定
型
を
作
成
す
れ
ば
、
具
体
的
な
箇
所
を
置
き
換
え
る
の
み

で
済
む
。
そ
の
た
め
大
雲
院
の
典
籍
に
は
実
際
に
鳥
取
で
使
用
さ
れ
た
も
の
の

外
に
、
雛
形
と
覚
し
き
も
の
や
、
参
考
に
写
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
日
光
山
・
比
叡

山
・
東
叡
山
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
天
台
寺
院
で
用
い
ら
れ
た
法
則
も
多
数

確
認
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
歴
代
住
職
の
、
別
当
寺
・
祈
禱
寺
と
し
て
の
法
務
に

か
け
る
意
識
の
高
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
願
文
・
諷
誦
文
】

　

願
文
・
諷
誦
文
は
と
も
に
、
主
と
し
て
法
会
の
施
主
が
唱
え
る
。
願
文
は
主

に
祈
願
の
際
に
作
成
さ
れ
る
、
施
主
の
願
意
を
述
べ
る
文
で
あ
る
。
対
し
て
諷

誦
文
は
歎
徳
文
と
も
呼
ば
れ
、
三
宝
を
讃
歎
し
て
布
施
物
の
名
を
示
し
、
願
意

等
を
奏
上
す
る
体
裁
を
と
る
。
諷
誦
文
は
回
向
法
会
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
そ
の
場
合
は
死
者
の
生
前
の
徳
を
述
べ
る
。
節
を
つ
け
て
唱
え
る
こ
と
も

【
典
籍
の
概
要
】

　

典
籍
は
書
籍
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
が
、
本
調
査
で
は
大
雲
院
の
什
物
と
し

て
別
置
伝
来
し
た
史
料
群
を
典
籍
、
慳
貪
箱
に
納
め
ら
れ
て
伝
来
し
た
も
の
を

中
心
に
書
籍
と
し
て
、
便
宜
上
区
分
し
て
整
理
、
調
査
し
た
。
典
籍
の
構
成

は
、
法
会
等
で
導
師
が
趣
旨
を
述
べ
読
み
上
げ
る
「
法
則
」「
表
白
」「
願
文
」

「
諷
誦
文
」
類
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
他
に
法
会
で
お
こ
な
わ
れ
る
論
義
の

場
で
用
い
ら
れ
た
「
論
題
」「
算
題
」
類
、
儀
式
の
手
順
を
示
し
た
「
作
法
書
」、

主
に
密
教
修
法
の
作
法
書
で
あ
る
「
聖
教
次
第
」
類
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
護
符

や
御
札
等
が
内
容
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
大
雲
院
創
建
時
か
ら
の
も

の
が
系
統
的
に
伝
来
し
て
い
る
。
大
雲
院
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）・
享
保

二
十
年
（
一
七
三
五
）・
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
火
災
や
近
代
の
震
災
・

水
害
に
よ
り
羅
災
し
て
い
る
が
、『
大
雲
院
史
料
調
査
報
告
書
』【
一
】
歴
史
資

料
編
で
も
述
べ
る
よ
う
に
鳥
取
東
照
宮
創
建
由
緒
に
関
わ
る
什
物
と
し
て
優
先

的
に
護
持
さ
れ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
淳
光
院
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
も
の

が
保
存
状
態
が
比
較
的
良
好
な
の
も
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

　

典
籍
類
は
作
法
次
第
や
祭
祀
の
先
例
、
文
書
の
書
式
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、

大
雲
院
が
東
照
宮
別
当
や
藩
主
の
祈
禱
寺
と
し
て
機
能
す
る
上
で
必
要
不
可
欠

な
情
報
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
さ
ほ
ど
の
損
失
も
無
く
伝
来
し
た
上
、
祭
祀

を
重
ね
る
ご
と
に
参
照
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
都
度
加
筆
さ
れ
て
情
報
を
蓄

積
し
続
け
て
き
た
。
こ
の
典
籍
群
か
ら
、
大
雲
院
の
別
当
寺
・
祈
禱
寺
と
し
て

の
立
場
や
宗
教
活
動
の
時
代
変
化
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

一
方
の
書
籍
に
つ
い
て
は
、
長
い
星
霜
を
経
て
火
災
や
水
害
等
に
よ
る
相
当

数
の
消
失
が
類
推
さ
れ
、
そ
の
全
容
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
膨
大
な
点
数
を
現
在
ま
で
伝
え
て
い
る
。
淳
光
院
蔵
書
印
や

大
雲
院
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
た
典
籍
は
確
実
に
大
雲
院
の
蔵
書
で
あ
り
、
天
保
期

に
取
り
調
べ
が
実
施
さ
れ
、
台
帳
に
そ
の
大
部
分
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
以
外
の
書
籍
群
も
、
大
雲
院
蔵
書
以
上
の
点
数
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

現
在
大
雲
院
で
確
認
さ
れ
て
い
る
書
籍
群
を
大
別
す
る
と
、

　

鳥
取
東
照
宮
別
当
寺
淳
光
院
・
大
雲
院
の
蔵
書

　

歴
代
住
職
や
関
係
者
の
個
人
的
所
有
物
と
し
て
の
蔵
書

　

近
代
に
な
っ
て
合
併
し
た
霊
光
院
に
伝
来
し
た
蔵
書

　

不
二
門
智
光
蔵
書

　

各
時
代
で
意
図
的
に
蒐
集
、
所
蔵
さ
れ
た
書
籍

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
状
に
至
る
過
程
が
事
情
も
時
代
も
異
な
る
典
籍
が
複
数

群
蓄
積
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
全
容
を
体
系
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て

い
る
。
し
か
も
江
戸
期
の
火
災
や
近
代
の
水
害
な
ど
を
経
て
、
蔵
書
群
が
攪
乱

す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
従
来
整
理
さ
れ
て
い
た
慳
貪
箱
や
備
え

付
け
の
箱
、
箪
笥
な
ど
に
入
っ
て
原
体
を
保
っ
て
い
る
も
の
、
箱
を
失
っ
て

本
堂
裏
の
棚
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
な
ど
保
存
状
況
も
様
々
で
、
慳
貪
箱

に
入
っ
て
い
て
も
内
容
は
入
り
乱
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
調
査
で
は
ま
ず
、

個
々
の
典
籍
が
ど
の
蔵
書
群
に
属
す
る
も
の
な
の
か
を
判
別
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

大
雲
院
の
典
籍
に
つ
い
て

中　

川　

仁　

喜

解
説
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【解説】大雲院の典籍について

せ
る
半
紙
を
丸
め
た
護
符
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
服
用
す
る
護
符
が

現
存
す
る
こ
と
は
非
常
に
稀
で
あ
る
た
め
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　

池
田
重
寬
の
継
室
で
田
安
宗
武
の
女
で
も
あ
る
仲
姫
の
も
の
と
伝
え
る
「
御

名
号
」（
典
639
）
も
典
籍
に
登
載
さ
れ
る
。
池
田
家
と
徳
川
一
門
の
関
係
を
伝

え
る
数
少
な
い
遺
品
と
い
え
る
。

　
「
檜
扇
」（
典
718
・
719
）
は
二
点
あ
る
。
一
点
は
歴
代
住
職
の
う
ち
良
航
が
比

叡
山
か
ら
大
雲
院
に
個
人
所
有
物
と
し
て
持
ち
込
み
伝
来
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
内
容
は
北
嶺
回
峯
行
に
お
け
る
葛
川
明
王
院
六
月
会
の
作
法
が
細
字
で
記

さ
れ
、
作
法
・
式
次
第
の
手
控
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
う
一

点
は
鳥
取
東
照
宮
祭
礼
に
お
け
る
式
次
第
や
作
法
手
順
が
記
さ
れ
て
お
り
、
当

地
に
お
い
て
書
か
れ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
会
の
現
場
で
は
、
紙
に

認
め
た
次
第
を
一
々
取
り
だ
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
多

い
。
手
順
や
作
法
を
全
て
暗
記
す
る
の
は
事
実
上
困
難
で
あ
り
、
そ
の
上
失
敗

は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
現
場
に
必
ず
携
帯
す
る
檜
扇
に
記
し
て
都
度
に
確

認
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
り
、公
卿
の
笏
の
様
な
使
用
法
が
想
起
で
き
る
。　

【
東
照
宮
祭
祀
に
関
わ
る
も
の
】

　

大
雲
院
が
携
わ
る
最
も
重
要
な
法
務
が
東
照
宮
祭
祀
で
あ
る
。
東
照
宮
祭
祀

に
は
、
四
月
・
九
月
に
執
行
さ
れ
る
定
例
の
御
祭
礼
と
、
百
回
忌
・
百
五
十
回

忌
等
の
節
目
に
執
行
さ
れ
る
御
神
忌
が
あ
る
。
法
則
類
は
法
会
開
催
の
た
び
に

製
作
さ
れ
る
が
、
定
例
の
祭
礼
に
は
「
御
祭
礼
法
則
」（
典
167
）「
御
祭
礼
法
則

四
月
九
月
通
用
」（
典
176
）
が
毎
回
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
鳥

取
東
照
宮
で
は
「
於
御
拝
殿
毎
月
十
日
千
巻
心
経
法
則
」（
典
182
）
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
毎
月
十
日
に
月
次
の
般
若
心
経
千
巻
読
誦
法
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
千
巻
心
経
法
は
文
字
通
り
般
若
心
経
を
千
巻
分
読
誦
す
る

修
法
で
、
七
難
消
滅
・
七
福
即
生
の
利
益
が
高
い
こ
と
か
ら
月
次
の
法
楽
と
定

め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

あ
り
、
一
般
の
法
会
で
は
導
師
か
願
文
師
や
諷
誦
師
と
い
っ
た
役
を
あ
て
ら
れ

た
僧
が
読
み
上
げ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。

　

願
文
は
主
と
し
て
祈
祷
や
東
照
宮
御
神
忌
等
の
祭
礼
に
作
成
さ
れ
、
一
方
諷

誦
文
は
将
軍
や
藩
主
の
回
向
法
会
に
作
成
さ
れ
読
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
残
さ

れ
て
い
る
。

【
密
教
修
法
の
次
第
類
】

　

大
雲
院
に
は
、
密
教
修
法
の
作
法
書
、
い
わ
ゆ
る
次
第
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

現
存
す
る
密
教
次
第
は
量
・
種
類
と
も
に
相
当
数
確
認
で
き
、
内
容
も
多
岐
に

及
ぶ
が
、
こ
こ
で
典
籍
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
は
東
照
宮
祭
祀
や
祈
禱
寺
と
し

て
の
修
法
に
必
要
な
も
の
や
、
そ
れ
に
連
な
る
元
三
大
師
堂
関
連
の
内
容
が
多

い
。
中
で
も
大
雲
院
本
尊
か
つ
鳥
取
城
内
の
祈
祷
本
尊
で
も
あ
る
千
手
観
音
の

供
養
行
法
や
護
摩
法
次
第
、
神
祇
の
本
来
の
姿
で
あ
る
本
地
を
供
養
す
る
本
地

供
等
が
確
認
で
き
る
。
祈
祷
法
の
手
控
等
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
先
述
の
通
り

こ
こ
に
登
載
さ
れ
る
も
の
以
外
に
も
書
籍
と
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
や
、
更
に

今
回
の
調
査
対
象
外
と
な
っ
た
も
の
に
も
密
教
次
第
は
確
認
さ
れ
て
お
り
、
大

雲
院
に
お
い
て
密
教
事
相
の
修
学
、
修
法
の
実
践
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
、
研

究
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
祈
禱
寺
と
い
う
大
雲
院
の
あ
り

か
た
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

大
雲
院
は
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
の
「
慈
眼
大
師
御
条
目
」（
特
１
）

に
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
台
密
穴
太
流
を
相
承
す
る
。
一
方
で
大
雲
院
の
本
寺
で

あ
る
東
叡
山
寛
永
寺
は
輪
王
寺
宮
が
法
曼
流
を
相
承
し
て
い
る
。
東
照
宮
祭
祀

と
台
密
法
流
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
が
、
寛
永
寺
が

法
曼
流
を
主
た
る
法
流
に
定
め
た
の
は
天
海
遷
化
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時

の
淳
光
院
が
穴
太
流
と
定
め
ら
れ
た
の
は
、「
松
岳
山
乾
向
山
草
創
記
」
に
も

あ
る
よ
う
に
、
近
世
初
期
か
ら
比
叡
山
正
覚
院
の
法
流
を
汲
ん
で
い
た
事
も
関

係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
天
海
の
台
密
法
流
に
対
す
る
考
え
方
を
知
る
上

で
非
常
に
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

【
そ
の
他
】

　

他
に
も
、
古
文
書
・
書
籍
・
奉
幣
や
御
祓
次
第
等
の
神
道
作
法
に
関
わ
る
も

の
、
護
符
や
檜
扇
等
、
典
籍
に
含
ま
れ
る
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
た
同
類

の
も
の
が
古
文
書
編
・
書
籍
編
に
も
含
ま
れ
て
お
り
、
本
来
そ
ち
ら
に
分
類
す

べ
き
物
も
あ
ろ
う
が
完
全
に
分
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
保
存
状
況
等
か

ら
典
籍
に
含
む
こ
と
に
な
っ
た
も
の
も
多
い
。

　

典
籍
に
登
載
さ
れ
る
古
文
書
は
主
に
修
法
や
法
要
、
特
に
東
照
宮
御
神
忌
や

藩
主
祈
祷
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
修
法
次
第
も
同
様
で
、
実
際
に
使
用
さ
れ

る
と
と
も
に
東
照
宮
別
当
寺
の
由
緒
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
こ
こ

に
一
括
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
最
も
端
的
に
示
す
の
が
「
捧
幣
之
大

事
」（
典
613
）「
東
照
宮
祝
詞
」（
典
617
）
等
神
道
作
法
に
関
わ
る
史
料
群
で
あ
り
、

東
照
宮
別
当
寺
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

　

護
符
も
種
類
が
豊
富
で
あ
る
が
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
「
東
照
宮
牛
玉
御
札
」

（
典
326
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
照
宮
神
前
で
大
雲
院
住
職
に
よ
っ
て
加
持
、
頒

布
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
鳥
取
藩
内
に
お
け
る
起
請
文
の
作
成
に
も
用
い
ら
れ

た
、
当
地
に
お
い
て
最
も
重
要
な
護
符
で
も
あ
る
。

　

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
「
断
末
魔
護
符
大
事
」（
典
287
）
の
伝
授
切
紙
が
残

さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
護
符
そ
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
断
末
魔
法
と
は
、

臨
終
間
際
の
人
間
に
対
し
て
、
そ
の
苦
し
み
か
ら
得
脱
さ
せ
る
た
め
に
修
さ
れ

る
法
で
あ
る
。
不
動
明
王
を
主
尊
と
し
て
お
り
、
死
に
際
の
苦
し
み
や
障
礙
、

つ
ま
り
末
魔
を
断
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
資
料
は
加
持
対
象
者
に
飲
ま

図版１　東照宮牛玉御札（典326）

図版２　御名号（典639）

図版３　於御拝殿毎月十日
　　　　千巻心経法則（典182）
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九
日
も
同
様
で
あ
る
が
、
藩
主
に
よ
る
和
歌
献
納
と
神
酒
頂
戴
は
お
こ
な
わ

れ
な
い
。
同
日
戌
刻
に
本
社
遷
宮
の
深
秘
作
法
が
別
当
に
よ
り
修
さ
れ
、
十
日

に
は
神
輿
が
収
め
ら
れ
る
。
神
楽
殿
前
に
お
い
て
神
職
の
湯
行
が
あ
り
、
こ
の

日
も
慶
徳
と
徳
風
が
社
参
す
る
。
仏
事
は
本
地
供
で
声
明
有
り
、
終
わ
っ
て
奉

幣
、
拝
礼
、
神
酒
を
頂
戴
し
て
両
者
と
も
帰
城
、
帰
館
し
て
い
る
。
そ
し
て
結

願
の
十
一
日
は
、
両
者
社
参
の
上
、
声
明
に
よ
る
胎
蔵
界
曼
荼
羅
供
を
執
行
し
、

そ
の
後
奉
納
経
の
供
養
を
行
う
。
こ
こ
で
も
楽
を
奏
し
て
法
会
を
荘
厳
す
る

が
、
興
味
深
い
の
は
、
法
楽
の
た
め
藩
主
慶
徳
み
ず
か
ら
が
龍
笛
を
奏
し
、
太

平
楽
で
も
慶
徳
が
音
頭
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
そ
れ
ま
で

同
様
に
奉
幣
、
御
拝
、
神
酒
頂
戴
を
受
け
た
後
に
両
者
帰
城
・
帰
館
し
て
い
る
。

神
事
が
全
て
済
む
と
、
御
仮
堂
に
お
い
て
大
赦
が
発
せ
ら
れ
る
。
家
老
の
挨
拶
、

小
姓
等
に
よ
る
食
事
や
菓
子
の
振
る
舞
い
、
樽
酒
や
昆
布
等
が
別
当
に
届
け
ら

れ
、
こ
こ
で
法
会
は
終
了
す
る
。
こ
の
様
に
見
る
と
、
鳥
取
東
照
宮
の
祭
祀
は

幕
末
期
の
規
模
縮
小
時
で
あ
り
な
が
ら
も
、
藩
主
が
み
ず
か
ら
西
館
等
の
一
門

や
家
老
を
伴
っ
て
連
日
社
参
し
、
和
歌
の
奉
納
や
楽
の
奏
献
を
お
こ
な
う
と
い

う
特
色
が
あ
る
。

　

今
ひ
と
つ
御
神
忌
か
ら
東
照
宮
祭
祀
の
変
遷
が
読
み
取
れ
る
の
は
、
経
供
養

に
関
わ
る
法
則
か
ら
で
あ
る
。
東
照
宮
経
供
養
は
当
初
「
万
部
会
」、
つ
ま
り

『
妙
法
蓮
華
経
』
を
一
万
部
読
誦
す
る
法
楽
法
会
と
し
て
始
ま
る
が
、
享
保
の

改
革
以
降
、
時
期
が
下
る
に
つ
れ
て
「
千
部
会
」
等
に
規
模
を
縮
小
し
て
い

る
。
こ
れ
は
日
光
東
照
宮
を
起
点
と
し
て
全
国
の
東
照
宮
に
も
適
用
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
大
雲
院
創
建
時
の
経
供
養
会
が
い
か
な
る
規
模
か
は
不
明

だ
が
、
六
代
湛
洞
の
筆
に
よ
る
「
万
部
開
題
法
則
」（
典
239
）
が
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
が
「
因
州
鳥
取
東
隆
寺
千
部
開
白
之
法
則
」（
典
40
）
か
ら
天
和
三

年
（
一
六
八
三
）
に
千
部
経
会
、「
東
照
宮
二
百
五
十
回
御
神
忌
御
法
会
法
華

読
誦　

一
百
余
部
法
式
次
第
」（
典
372
）
に
よ
り
元
治
二
年
に
は
百
部
経
法
会

に
ま
で
縮
小
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

御
神
忌
に
は
論
義
法
要
の
中
で
も
法
華
八
講
が
営
ま
れ
る
が
、
月
次
に
も
法

楽
論
義
は
盛
ん
に
執
行
さ
れ
て
い
る
。「
文
化
十
二
年
乙
亥
四
月
御
神
会
問
講
」

（
典
266
）
そ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
論
義
次
第
や
論
題
で
あ
る
算
題
も
残
さ
れ
て

い
る
。

　

神
仏
習
合
に
お
い
て
仏
教
の
教
理
を
問
答
形
式
で
議
論
し
、
そ
れ
を
神
祇
の

法
楽
に
資
す
る
の
が
法
楽
論
義
で
あ
り
、
天
台
宗
で
は
北
野
社
や
日
吉
山
王
社

で
古
来
か
ら
執
行
さ
れ
て
い
る
が
、
殊
に
東
照
宮
で
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
天
海
が
論
義
の
執
行
を
大
い
に
奨
励
し
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。

草
創
期
よ
り
日
光
山
や
東
叡
山
の
東
照
宮
で
は
、
御
神
忌
に
臨
ん
で
法
華
八
講

が
執
行
さ
れ
る
。
法
華
八
講
は
、
妙
法
蓮
華
経
八
巻
一
部
を
一
巻
ず
つ
論
義
し

て
い
く
も
の
で
あ
る
。
論
義
は
問
者
と
論
者
が
登
高
座
と
い
う
向
か
い
合
わ
せ

の
高
座
に
上
が
り
、
教
義
の
応
酬
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
徳
川
吉
宗
に
よ
っ
て

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
執
行
さ
れ
た
江
戸
城
紅
葉
山
に
お
け
る
法
華
八
講

　

徳
川
家
康
は
東
照
大
権
現
と
し
て
神
格
化
さ
れ
た
た
め
、
東
照
宮
の
遠
忌
法

会
は
「
御
神
忌
」
と
呼
ば
れ
、
仏
教
法
会
・
神
道
儀
礼
が
あ
わ
せ
て
執
行
さ
れ

た
。
胎
蔵
界
曼
荼
羅
供
や
法
華
経
読
誦
、
東
照
権
現
本
地
供
や
法
華
八
講
等
が

数
日
間
に
渉
っ
て
開
催
さ
れ
る
た
め
、
東
照
宮
と
大
雲
院
に
と
っ
て
一
大
行
事

で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
藩
主
や
一
門
、
家
老
や
寺
社
司
に
と
っ
て
も
重
要
な
祭

儀
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
会
に
と
っ
て
法
則
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、「
御

神
忌
御
法
会
当
日
読
経
供
養
胎
曼
供
法
則
」（
典
380
）
の
よ
う
に
、
主
に
導
師

で
あ
る
大
雲
院
住
職
の
手
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
法
会
終
了
後
は
次
の
法
会
の

参
考
と
し
て
保
管
さ
れ
た
。
曼
荼
羅
供
と
は
胎
蔵
界
・
金
剛
界
、
そ
し
て
そ
れ

ら
を
合
わ
せ
た
合
行
と
い
う
、
曼
荼
羅
を
本
尊
と
し
た
密
教
修
法
で
あ
る
。
東

照
宮
祭
祀
を
は
じ
め
、
歴
代
将
軍
の
法
会
、
歴
代
住
職
の
年
忌
法
会
で
も
執
行

さ
れ
て
い
る
。
導
師
で
あ
る
大
雲
院
住
職
が
修
法
す
る
間
、
出
仕
の
僧
は
天
台

声
明
を
唱
え
て
法
会
を
荘
厳
す
る
。
更
に
雅
楽
も
奏
さ
れ
、
規
模
の
差
こ
そ
あ

れ
、
こ
れ
は
日
光
東
照
宮
を
は
じ
め
と
し
た
紅
葉
山
東
照
宮
や
東
叡
山
東
照
宮

の
祭
祀
に
準
ず
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　

鳥
取
東
照
宮
に
お
け
る
御
神
忌
の
具
体
的
な
様
相
は
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）

四
月
に
執
行
し
た
「
二
百
五
拾
回
御
神
忌
法
式
手
文
」（
典
370
）
に
詳
し
い
。

　

四
月
四
日
寅
の
刻
に
神
輿
が
仮
殿
に
遷
座
し
、
深
秘
作
法
を
別
当
が
修
す

る
。
東
照
宮
祭
礼
の
際
に
は
神
輿
に
よ
っ
て
神
霊
の
遷
座
が
執
行
さ
れ
る
た

め
、
一
時
仮
殿
へ
神
輿
を
遷
す
外
遷
宮
や
、
本
殿
へ
戻
す
正
遷
宮
時
に
も
法
則

が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
五
日
か
ら
七
日
ま
で
法
華
読
誦
一
百
余
部
を
執

行
、
法
華
経
が
読
誦
さ
れ
る
間
に
御
膳
が
献
備
さ
れ
、
雅
楽
や
獅
子
舞
、
神
楽

な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
終
わ
る
と
奉
幣
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
る
。

五
日
に
は
御
館
と
御
城
に
そ
れ
ぞ
れ
迎
え
の
使
者
が
発
遣
さ
れ
る
が
、
そ
れ
よ

り
以
前
に
寺
社
司
、
家
老
等
は
ほ
ぼ
全
て
出
仕
し
て
い
る
。
当
時
の
藩
主
池
田

慶
徳
と
西
館
主
池
田
徳
風
が
社
参
、
法
華
読
誦
を
聴
聞
し
、
別
当
の
奉
幣
に
続

き
、
慶
徳
が
御
神
拝
次
第
に
従
い
奉
幣
以
下
の
作
法
に
て
拝
礼
、
そ
の
後
帰
城

し
て
い
る
。
続
い
て
徳
風
が
ほ
ぼ
藩
主
同
様
の
作
法
で
奉
幣
、
帰
館
し
て
い
る
。

六
日
・
七
日
は
代
参
で
あ
る
。
八
日
は
法
華
八
講
が
執
行
さ
れ
る
た
め
、
再
び

御
館
と
御
城
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
両
者
共
に
聴
聞
、
別
当
奉
幣
に
続
い
て
和

歌
を
献
備
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
奉
幣
、
拝
礼
、
神
酒
頂
戴
以
下
を
済
ま
せ
て

帰
城
し
、
徳
風
も
そ
れ
に
倣
っ
て
作
法
を
済
ま
せ
帰
館
し
て
い
る
。
こ
こ
で
慶

徳
や
徳
風
が
献
納
し
た
和
歌
が
「
東
照
宮
二
百
五
十
回
忌
長
歌
幷
反
歌
」（
典

662
）
で
あ
る
。

図版５
東照宮二百五十回忌
長歌幷反歌（典662）

図版６　文化十二年乙亥四月御神会　　　
　　　　問講（典266）

図版４　二百五十回御神忌法式手文
　　　　（典370）
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西
館
主
や
家
老
格
の
者
に
も
護
身
法
や
九
字
作
法
が
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
東
照

宮
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
大
小
七
百
余
り
が
勧
請
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
大

雲
院
の
典
籍
類
ほ
ど
藩
主
の
具
体
的
な
行
動
を
中
心
に
祭
祀
全
般
が
詳
細
に
わ

か
る
も
の
は
他
に
類
例
が
無
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

東
照
権
現
は
国
家
神
で
あ
る
と
と
も
に
徳
川
将
軍
家
の
始
祖
祭
祀
で
も
あ

る
。
そ
の
た
め
祭
祀
主
体
者
は
血
統
を
継
ぐ
徳
川
将
軍
家
で
あ
り
、
天
皇
家
や

親
王
家
の
出
自
で
あ
り
な
が
ら
将
軍
家
と
も
縁
戚
関
係
を
も
つ
輪
王
寺
宮
が
祭

祀
を
司
っ
て
い
る
。
そ
の
事
は
日
光
東
照
宮
拝
殿
に
両
者
の
着
座
で
あ
る
将
軍

の
間
と
法
親
王
の
間
が
左
右
に
配
さ
れ
て
い
る
事
に
も
表
れ
て
い
る
。
鳥
取
池

田
家
も
池
田
輝
政
以
来
の
徳
川
家
と
の
姻
戚
関
係
を
重
視
し
て
お
り
、
東
照
宮

祭
祀
に
お
い
て
他
家
と
異
な
る
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
無

い
。

【
将
軍
年
忌
法
会
に
関
わ
る
も
の
】

　

大
雲
院
に
は
本
寺
で
あ
る
東
叡
山
寛
永
寺
の
御
霊
屋
に
準
じ
て
大
猷
院
殿

（
三
代
家
光
）・
厳
有
院
殿
（
四
代
家
綱
）・
常
憲
院
殿
（
五
代
綱
吉
）・
有
徳

院
殿
（
八
代
吉
宗
）・
浚
明
院
殿
（
十
代
家
治
）・
文
恭
院
殿
（
十
一
代
家
斉
）・

温
恭
院
殿
（
十
三
代
家
定
）
の
位
牌
が
祀
ら
れ
た
御
霊
屋
が
建
て
ら
れ
、
月
忌

や
祥
月
忌
、
遠
忌
に
法
会
を
執
行
し
て
い
る
。
執
行
さ
れ
た
法
会
の
際
に
そ
の

都
度
作
成
さ
れ
た
法
則
が
相
当
数
確
認
で
き
る
。
将
軍
家
の
法
会
も
日
光
山
や

東
叡
山
の
規
矩
に
準
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
曼
荼
羅
供
・
経

供
養
会
等
で
あ
り
、
法
則
の
中
で
も
特
に
表
白
は
初
日
の
開
闢
と
最
後
の
結
願

の
み
に
読
む
こ
と
が
多
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
も
の
が
作
成
さ
れ
て

現
存
し
て
い
る
。
他
に
も
尊
牌
開
眼
の
た
め
の
法
則
も
あ
り
、
将
軍
の
回
向
法

会
に
関
わ
る
も
の
も
ほ
ぼ
残
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

は
東
照
宮
百
三
十
回
御
神
忌
に
あ
た
り
執
行
さ
れ
た
が
、「
紅
葉
山
御
染
筆
八

講
」
と
呼
ば
れ
、
重
き
法
会
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

密
教
修
法
の
次
第
に
も
、
祭
祀
の
特
色
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
特
に
神
仏

習
合
に
基
づ
く
本
地
供
は
「
東
照
宮
御
本
地
供　

道
場
観
具
略
」（
典
273
）
等
、

東
照
大
権
現
の
本
地
と
し
て
の
薬
師
如
来
を
供
養
す
る
修
法
次
第
が
複
数
本
確

認
で
き
る
。
こ
の
次
第
で
は
東
照
三
所
権
現
と
し
て
東
照
権
現
の
本
地
薬
師
如

来
・
山
王
権
現
の
本
地
釈
迦
如
来
・
摩
多
羅
神
の
本
地
阿
弥
陀
如
来
を
観
想
す

る
。
江
戸
後
期
の
東
照
権
現
本
地
供
の
多
く
は
三
社
の
う
ち
摩
多
羅
神
が
江
戸

中
期
か
ら
阿
弥
陀
如
来
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
安
楽

律
の
影
響
に
よ
り
輪
王
寺
宮
主
導
で
行
わ
れ
た
改
変
で
あ
る
が
、
大
雲
院
の

「
東
照
宮
御
本
地
供　

道
場
観
具
略
」
は
旧
態
の
摩
多
羅
神
に
よ
る
道
場
観
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
「
薬
王
菩
薩
法
日
光
山
三
所
本
地
供
」（
典
661
）
は
日
光
東
照
宮
の
天

海
旧
蔵
本
を
原
本
と
し
て
十
一
代
紹
鎮
が
書
写
し
た
も
の
で
、
し
か
も
東
照
権

現
本
地
供
等
と
一
括
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
東
照
宮
祭
祀
に
と
っ
て
重
要

な
次
第
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
東
照
大
権
現
の
本
地
は
薬
師
如
来
で
あ

る
が
、
最
初
期
に
薬
王
菩
薩
を
本
地

に
据
え
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る

貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　

大
雲
院
に
は
、
東
照
三
社
の
一
柱
で
あ
る
摩
多
羅
神
の
み
の
次
第
で
あ
る

「
摩
多
羅
神
供
」（
典
355
）
が
あ
る
。
摩
多
羅
神
は
比
叡
山
や
日
光
山
等
の
常

行
堂
に
お
い
て
、
念
仏
の
護
法
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
天
台
宗
特
有
の
神
格
で
あ

る
。
摩
多
羅
神
に
つ
い
て
は
円
仁
が
入
唐
か
ら
帰
国
し
た
際
に
将
来
し
た
と
の

伝
承
が
あ
る
も
の
の
不
明
な
点
が
多
い
。
大
雲
院
に
は
「
摩
多
羅
神
画
像
」
を

始
め
と
し
て
摩
多
羅
神
に
関
わ
る
史
料
が
一
括
で
確
認
で
き
る
。
特
に
［
日
光

三
社
東
照
大
権
現
摩
多
羅
神
の
覚
」（
典
356
）
は
摩
多
羅
神
が
如
何
な
る
神
で

あ
る
か
不
明
瞭
で
あ
る
た
め
、
大
雲
院
が
寛
永
寺
に
問
い
合
わ
せ
た
際
の
書
付

で
あ
る
。
江
戸
後
期
に
は
祭
神
の
一
柱
で
あ
る
摩
多
羅
神
を
別
当
寺
が
正
確
に

理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
寛
永
寺
は
、

「
摩
多
羅
神
秘
事　

渓
嵐
抜
書
」（
典
353
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
深
秘
の
尊

格
で
あ
る
た
め
寛
永
寺
で
も
把
握
し
切
れ
て
い
な
い
も
の
の
参
考
と
し
て
比
叡

山
黒
谷
の
光
宗
が
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
に
編
纂
し
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
抜
書

を
寄
越
し
て
い
る
。
東
照
宮
祭
祀
の
中
核
で
あ
る
寛
永
寺
側
で
も
、『
渓
嵐
拾

葉
集
』
以
上
の
秘
決
を
持
ち
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
窺
い
知
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
雲
院
に
残
る
「
摩
多
羅
神
供
」
は
摩
多
羅
神
の
み
を

対
象
と
し
た
別
当
寺
伝
来
の
修
法
次
第
と
し
て
大
変
貴
重
で
あ
る
。

　

こ
の
様
に
、
大
雲
院
に
は
鳥
取
東
照
宮
祭
祀
に
関
わ
る
情
報
が
ほ
ぼ
欠
く
事

無
く
伝
来
し
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
東
照
宮
祭
祀
の
古
態
を
伝
え
る
も

の
が
非
常
に
多
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　

東
照
宮
祭
祀
に
お
け
る
藩
主
の
関
与
に
つ
い
て
、
勧
請
の
経
緯
や
付
祭
等
の

祭
礼
行
事
に
着
目
し
た
研
究
は
蓄
積
が
あ
る
。
一
方
で
、
藩
主
の
具
体
的
な
作

法
に
言
及
し
た
も
の
は
非
常
に
少
な
い
。
鳥
取
東
照
宮
で
は
、
祝
詞
や
願
文
を

藩
主
が
奏
上
す
る
。
ま
た
、
祭
礼
時
に
身
固
め
の
密
教
作
法
で
あ
る
護
身
法
、

九
字
の
大
事
が
伝
授
さ
れ
、
奉
幣
作
法
も
藩
主
自
ら
執
り
行
う
。
さ
ら
に
、
東

図版８　摩多羅神供（典353）

図版９　日光三社東照大権現摩多羅神
　　　　の覚（典356）

図版７　薬王菩薩法日光山三所
　　　　本地供（典661）

図版10　捧幣之大事（典613）

図版11　東照宮百回神忌願文（典479）
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【解説】大雲院の典籍について

【
参
考
文
献
】

　

山
本
ひ
ろ
子
『
異
神　

中
世
日
本
の
秘
教
的
世
界
』（
平
凡
社
、
一
九
九
八
）

　

曽
根
原
理
「
法
華
八
講
と
東
照
宮
祭
礼
」（『
神
道
古
典
研
究
紀
要
』

二
〇
〇
七
）

　

曽
根
原
理
「
金
沢
東
照
宮
と
寛
永
寺
常
照
院
」（『
日
本
学
研
究
』
七
、

二
〇
〇
四
）

　

曽
根
原
理
「
徳
川
家
康
年
忌
行
事
と
延
暦
寺
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
五
一　

一　

二
〇
〇
八
）

　

中
野
光
浩
『
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
』（
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
八
）

　

曽
根
原
理
「
徳
川
家
康
の
年
忌
儀
礼
と
近
世
社
会　

二
つ
の
百
回
忌
行
事
か

ら
の
考
察
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
七
八
「
特
集
東
照
宮
祭
祀
」、
ぺ
り
か

ん
社
、
二
〇
一
七
）

　

曽
根
原
理
「
鹿
児
島
東
照
宮
の
成
立　

百
回
忌
法
会
を
中
心
に
」（『
季
刊
日

本
思
想
史
』
八
二
「
特
集
近
世
祭
祀
と
政
治
」、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
七
）

　

曽
根
原
理
「
東
照
宮
祭
祀
か
ら
見
る
日
本
近
世
宗
教
」（『
史
潮
』

八
三
、二
〇
一
八
）

　

天
台
宗
典
編
纂
所
編
纂
『
続
天
台
宗
全
書
』
法
義
2　

常
行
堂
聲
明
譜
・
法

則
類
聚
（
春
秋
社
、
二
〇
一
九
）

　
『
鳥
取
市
文
化
財
調
査
報
告
書
35　

因
幡
東
照
宮
別
当
寺
院
大
雲
院
資
料
調

査
報
告
書
』【
一
】
歴
史
資
料
編
（
第
一
冊
概
説
）（
鳥
取
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
二
三
）

　
『
鳥
取
市
文
化
財
調
査
報
告
書
35　

因
幡
東
照
宮
別
当
寺
院
大
雲
院
資
料
調

査
報
告
書
』【
一
】
歴
史
資
料
編
（
第
二
冊
資
料
目
録
）（
鳥
取
市
教
育
委
員

会
、
二
〇
二
三
）

　

中
川
仁
喜
「
東
照
大
権
現
の
本
地
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
二
八
七
「
書
物

の
時
代
の
宗
教 

日
本
近
世
に
お
け
る
神
と
仏
の
変
遷
」、
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
三
）

　
『
鳥
取
市
文
化
財
調
査
報
告
書
37　

因
幡
東
照
宮
別
当
寺
院
大
雲
院
資
料
調

査
報
告
書
』【
二
】
美
術
工
芸
品
編
（
鳥
取
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
二
四
）

【
藩
主
祈
禱
に
関
わ
る
も
の
】

　

大
雲
院
は
東
照
宮
別
当
寺
で
あ
る
と
と
も
に
、
藩
主
池
田
家
の
祈
禱
寺
と
し

て
も
機
能
し
て
い
た
。「
池
田
吉
泰
四
十
歳
祝
禱
法
則
」（
典
6
）
は
享
保
十
一

年
（
一
七
二
六
）、
三
代
藩
主
池
田
吉
泰
の
厄
除
祈
禱
に
あ
た
り
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
他
に
も
藩
主
の
御
国
入
（
帰
国
）
に
と
も
な
う
安
全
の
祈
祷
が

執
行
さ
れ
た
こ
と
が
「
御
帰
城
御
浄
次
第
」（
典
253
）
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
大

雲
院
が
担
う
祈
禱
は
藩
主
の
身
体
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　

興
味
深
い
の
は
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
鳥
取
城
二
の
丸
御
殿
完
成
に
と

も
な
い
十
一
代
光
譲
に
よ
り
地
鎮
・
安
鎮
が
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
二
之

御
丸
御
地
鎮
法
則
」（
典
116
）「
二
丸
御
安
鎮
法
則
」（
典
117
）
か
ら
わ
か
る
。

鳥
取
城
二
の
丸
御
殿
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
の
火
災
で
焼
失
し
、
弘
化
元

年
（
一
八
四
四
）
に
再
建
さ
れ
て
お
り
、
大
雲
院
が
鳥
取
城
に
お
け
る
祈
禱
全

般
を
担
っ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

　

そ
の
他
に
も
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
の
「
御
両
国
安
全
五
穀
成
熟
百

座
護
摩
開
白
法
則
」（
典
10
）
や
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
「
五
穀
成
就

并
疫
癘
退
散
御
祈
禱
開
闢
法
則
」（
典
12
）
の
様
に
因
幡
・
伯
耆
両
国
の
安

泰
、
五
穀
成
熟
や
疫
病
退
散
な
ど
が
臨
時
に
執
行
さ
れ
て
い
る
。
享
保
十
六
年

（
一
七
三
一
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
は
中
国
地
方
一
帯
が
天
候
不
良
と
害
虫
の

大
量
発
生
に
よ
っ
て
大
飢
饉
が
発
生
し
て
お
り
、
享
保
十
八
年
の
百
座
護
摩
は

そ
れ
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
天
保
八
年
は
全
国
規
模
の
コ

レ
ラ
流
行
に
対
応
し
た
疫
病
退
散
の
祈
禱
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
様
な

領
国
を
対
象
と
し
た
祈
禱
に
は
主
に
護
摩
供
が
修
さ
れ
て
お
り
、
鳥
取
城
に
本

尊
千
手
観
音
像
を
安
置
し
て
、
因
伯
二
州
の
鎮
護
を
担
う
大
雲
院
の
面
目
躍
如

た
る
修
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

主
と
し
て
東
照
宮
別
当
寺
の
機
能
面
か
ら
典
籍
を
紹
介
し
た
。
紙
面
の
都
合

上
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
が
、「
池
田
光
仲
墓
誌
銘
」（
典
454
）
等
、
藩
主
と
大

雲
院
の
関
係
性
の
強
さ
を
窺
わ
せ
る
資
料
は
多
い
。
大
雲
院
が
藩
主
や
西
東
館

主
と
の
繋
が
り
が
相
当
強
い
こ
と
が
特
徴
な
の
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
れ
が
他

の
大
名
勧
請
の
東
照
宮
で
も
同
様
な
の
か
、
鳥
取
東
照
宮
独
自
な
の
か
は
、
他

藩
の
東
照
宮
祭
礼
に
関
わ
る
史
料
に
よ
っ
て
今
後
比
較
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
草
創
の
背
景
を
考
え
る
と
、
岡
山
東
照
宮
や
和
歌
山
東
照
宮
が
参
考

と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
資
料
が
十
分
に
確
認
で
き
な
い
現
段
階
で
は
、
大

雲
院
の
資
料
に
よ
り
鳥
取
東
照
宮
祭
祀
が
ほ
ぼ
復
元
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る

に
と
ど
め
る
。

図版12　二丸御安鎮法則（典117）


